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自転車等駐車場の設置に関する事業計画書 

事業名称  （仮称）○○○○○○○○  新築工事  

事業所在地  調布市小島町２－３５－１  

代
理
人
情
報 

住所  東京都調布市小島町○－○○－○  

代表者名  
○○○○○○○設計事務所  

 代表取締役  ○○  ○○  

担当者名  
○○○○○○○設計事務所  

 ○○  ○○  

連絡先  ０４２－４８１－７４２０  

施設の種類  □単独用途施設  ☑混合用途施設  

施設の内訳  

物販店舗（１階）：４５６．７８㎡  

飲食店舗（２階）：２１０．９８㎡  

集  会  所（２階）：２３４．５６㎡  

事  務  所（３階）：３４５．６７㎡  

集合住宅（４～５階）：６戸  

（内訳）ワンルームタイプ：５戸  

    ファミリータイプ：１戸  

附 置 義 務 台 数  ６２  台  

設 置 台 数  ６５  台  
 

備考  

 (1) 事業の実施に当たり，本事業計画書を遵守します。  

(2) 本事業計画書に若干でも変更が生じた場合，必ず連絡し，調整します。

記入例 

 施設数が多く枠に収まらない場合，“別紙「施設の

内訳表」のとおり”と記載のうえ，施設の内訳表を

添付して下さい。  
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自転車等駐車場の設置に関する事業計画書（附置義務台数算出根拠） 

 

【物販・飲食店舗分】※下記「注意事項」参照  

 対象面積＝４５６．７８㎡＋２１０．９８㎡＝６６７．７６㎡  

  ⇒  ６６７．７６㎡÷２０㎡／台＝３３．３８８≒３３台（切捨て）  

【集会所分】  

２３４．５６㎡÷１５㎡／台＝１５．６３７３…≒１５台（切捨て）  

【事務所】  

 ３４５．６７㎡÷４５㎡／台＝７．６８１５…≒７台（切捨て）  

【集合住宅・ワンルームタイプ分】  

 ５戸×１台／戸＝５台  

【集合住宅・ファミリータイプ分】  

 １戸×２台／戸＝２台  

 よって，附置義務台数＝３３＋１５＋７＋５＋２＝６２台（≧２０台）  

①   混合用途施設の場合，混合用途・複合施設の設置基準表〔調布市自

転車等の駐車対策の総合的推進に関する条例施行規則別表第４（イ）〕

「施設の規模」欄の要件が適用されない（無視する）ことに注意して

下さい。  

------------------------------------------------------------- 

②  施設の用途（※１）が同じ施設を２以上計画している場合（※２），

施設ごとに駐輪場の規模を算定するのではなく，用途が同じ施設の対

象面積をまとめた合計面積を基に駐輪場の規模を算定して下さい。  

※１  施設の用途とは，混合用途・複合施設の設置基準表〔調布市自

転車等の駐車対策の総合的推進に関する条例施行規則別表第４

（ア）〕に掲げる施設の用途を指す。  

※２  上記事例であれば，「物販店舗」と「飲食店舗」を指す。  

上記の具体例（物販： 456.78 ㎡，飲食： 210.01 ㎡の場合）  

【正しい計算】○  

（ 456.78 ㎡＋ 210.98 ㎡）÷20 ㎡／台＝ 33.388≒３３台（切捨て） 

【誤った計算】× 

456.54 ㎡÷20 ㎡／台＝ 22.832≒２２台（切捨て）  

210.01 ㎡÷20 ㎡／台＝ 10.5005≒１０台（切捨て）  

２２台＋１０台＝３２台  

 

注意事項 


